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1 近年、健康食品市場は拡大し続けている。2005年の特定保健用食品の規制緩和

により、一層の市場拡大の可能性を秘めているものの、メーカーがメリットを

享受するためには今まで以上に商品の差別化を図らなければならない。

2 健康食品業界は、最終商品メーカーだけでなく、機能性素材供給、効能効果評

価などにかかわる種々のプレーヤーが存在し、市場の成長への期待から、今後

ますます競争が激化する。メーカーにとっては、消費者の特性を理解したうえ

で、事業戦略の明確化とビジネスモデルの構築を図ることが不可欠となる。

3 消費者は、｢自分の健康は自分で守る」という「セルフメディケーション」の

意識が芽生えて初めて健康食品を買うようになる。一方、その効果への疑念が

生じたなら直ちに健康食品を使わなくなってしまう。また、その効果を適切に

消費者に伝えるコミュニケーション手段が確立されていなければ、商品の魅力

を正しく消費者に伝えることはできない。

4 成長する健康食品市場への参入には、｢信頼」と「教育」をキーワードに事業

戦略を立てることが必要である。｢信頼」は、科学的根拠に裏づけられた商品

を開発するために、優れた素材の探索、効能効果の評価系の構築といった研究

開発により確立しなければならない。｢教育」では、消費者が未熟な知識のま

ま誤った商品を選択するのではなく、正しい知識を持ったうえで適切な商品を

選択できるよう、ナビゲーションする販売手法を開発しなければならない。
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日本の健康食品市場は、1990年代に特定保

健用食品が制度化されて市場が顕在化し始

め、国民医療費の増大に対する国の抑制政策

（｢自分の健康は自分で守る」という「セルフ

メディケーション」の推進）など行政側の動

きと、健康価値観の高まりといった消費者の

意識とにより、年率10％前後の高い成長を遂

げている。それは図１に示すように、すでに

一般用医薬品市場をはるかに凌駕する市場と

なっている。

一方、健康食品市場に注目が集まるなか、

食品企業に限らず、多数の企業が市場に参入

することで、市場に数多くの商品があふれか

えり、開発投資を回収できないまま市場から

消え去る商品も少なくない。

野村総合研究所（NRI）は、成長する健康

食品市場で健康食品メーカーが何をすべきか

を明確にするため、生活者に対するアンケー

トをはじめとする各種調査を実施している。

本稿では、それらの調査から得られた示唆を

とりまとめ、健康食品市場への参入戦略を提

案する。

1 あいまいな健康食品の定義
健康食品は、法的に明確な定義がなく、人

それぞれで健康食品に対する定義が異なって

いる。企業が効能効果を直接的に表現してい

るかどうかは別として、｢これは健康食品で

ある」と宣言しているものすべてが健康食品

となっている。

NRIでは、健康食品市場をできる限り網羅

Ⅰ あいまいな健康食品の定義と
規制緩和のインパクト

図1　一般用医薬品と健康食品の市場推移�

一般用医薬品� 健康食品�
18,000�

16,000�

14,000�

12,000�

10,000�

8,000�

6,000�

4,000�

2,000�

0

億
円�

1991年 92　93　94　95　96　97　98　99 2000 1995年　 96　　97　　98　　99　  2000　  01　　02　　03

免疫機能調整�

貧血予防・改善�

肌の健康�

歯の健康�

生活習慣病・�
老人病予防�

整腸�

滋養・強壮�

目の疲労回復�

骨・関節の健康�

喉の不快感除去�
肝機能改善�

栄養バランス�

リラックス�
水分補給�

ホルモン調整�

ダイエット�

16,600

出所）富士経済『H・Bフーズマーケティング便覧  2006』などより作成�

8,760

ビタミン剤�

ドリンク剤�

感冒関連用薬�

外皮用薬�

胃腸薬�

0603-NRI/p40-51  06.2.13 13:53  ページ 41



当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
Copyright © 2006 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

42 知的資産創造／2006年3月号

的に分析するため、図２のように健康食品の

定義を行っている。

「有機食品」｢自然食品」は、素材そのもの

であったり、素材を粉末形態などに加工した

だけであったりすることが多いため、健康食

品には加えない。また、健康を意識した一般

加工食品のうち、メーカーが明確に健康を訴

求した広告宣伝、販売を行っていないもの

や、科学的根拠を明確に示していないもの

は、健康食品に加えていない。

なお、厚生労働省が認めている特定保健用

食品、栄養機能食品、特別用途食品（病者

用、高齢者用、妊産婦・授乳婦用、乳児用）

の３つは、効能効果をうたうことができる食

品であるため、必然的に健康食品の範囲に含

めている。

2 特定保健用食品の規制緩和の
インパクト
健康食品には国が効能効果を承認している

図2　健康食品の定義�
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特定保健用食品がある。この特定保健用食品

は、国がお墨付きを与え、本来医薬品でしか

うたうことができない効能効果を、例外的に

宣伝できるようにしたものである。

特定保健用食品の制度が施行されて10年を

経ているが、消費者における特定保健用食品

の認知度の向上と優れた商品の発売によっ

て、同食品の市場は大きく成長を遂げた。こ

の特定保健用食品に関して、2005年に大きな

インパクトを与え得る規制緩和があった。

この規制緩和の骨格は、①作用機序（メカ

ニズム）、有効性といった点から基準が緩和

された「条件付き特定保健用食品｣、②食品

に含まれる成分が規定のものであれば、より

少ない試験で承認される「規格基準型特定保

健用食品｣、③成分と疾病リスク低減の因果

関係をうたうことができる「疾病リスク低減

表示特定保健用食品」――の３つに関するも

のである（図３）。

これらの規制緩和に対して、健康食品関連

企業は、肯定的な見方と否定的な受け止め方

の両様の反応を示している。

前者は、｢特に条件付き特定保健用食品で

は、これまで認められなかった効能効果が特

定保健用食品として認められる可能性が出て

きたため、市場は活性化する」というもので

ある。

後者は、｢規制は緩和されたが、実際に承

認を受けるためには、これまでと同様の試験

を行う必要もあるし、また国が承認をしない

可能性も大きい。このため、条件付き特定保

健用食品ですぐに大きく市場は拡大しないの

ではないか。また、疾病リスク低減の表示に

ついても、すでに栄養機能食品で表示可能な

ものと大差なく、それほどインパクトはない

のではないか」というものである。

現在承認されている特定保健用食品には、

他社と同一の素材を用いたものが多数ある。

図3　特定保健用食品の規制緩和の内容�
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それらは商品の差別化が十分にできず、店舗

に置かれるチャンスすらない。たとえば、

｢血糖値が気になる方へ」というヘルスクレ

ーム（健康食品の機能性にかかわる表示）を

掲げることのできる「難消化性デキストリ

ン」は60品目近くが承認され、｢血圧が高め

の方へ」というヘルスクレームが可能な「サ

ーデンペプチド」は20品目近くが承認されて

いる。

ドラッグストア、コンビニエンスストアな

どを見れば一目でわかるように、１つの効能

に対して数十種類の品目を置けるだけのスペ

ースは店舗にはない。このため必然的に、置

かれる品目数は限られたものにならざるを得

ない。

NRIでは、今回の規制緩和によって、やや

停滞気味だった特定保健用食品市場が活性化

する可能性はあるものの、企業が独自素材の

探索などによって商品の差別化を図っていか

ない限り、規制緩和のメリットを享受するこ

とはできないと考えている。

1 拡大し続ける健康食品市場
健康食品の市場は、この10年程度、年率

10％前後の高い成長を遂げ、2003年時点の出

荷額ベースで約２兆円となっている。この市

場を効能効果、法・規制や商品形態セグメン

トの各面から見た場合、以下のように整理す

ることができる。

効能効果で見ると、この５年ほど、大きな

成長を遂げている分野は「生活習慣病・老人

病予防」と「ダイエット」であり、特に生活

習慣病・老人病予防は、花王の「ヘルシア緑

茶｣、カルピスの「アミールS」などの飲料

形態の優れた商品が発売されたことによっ

て、市場が急拡大している。一方、これまで

健康食品市場の成長を牽引し、市場規模も大

きな「おなかの調子」｢滋養・強壮」｢骨・関

節の健康」は、成長率が鈍化している。

特定保健用食品は、約4000億円の市場規模

となり、健康食品市場全体の20％を占めるに

至っている。市場の拡大は、｢中性脂肪・体

脂肪」｢血糖値」｢コレステロール」｢血圧」

といった、いわゆる生活習慣病関連の効能が

牽引している。

商品形態セグメントでは、｢機能性飲料」

が全体の40％と市場の中心を占めている。一

方、成長が著しいのは、１日単価200円未満

の「低価格サプリメント錠」である。日本に

低価格サプリメント錠が初めて発売された時

点では、ビタミン、ミネラルといった基本栄

養素が中心であったが、ハーブなどの特殊な

成分を用いたものや、効能を訴求するため複

数の成分を配合したものなどが発売されたこ

とで、2000億円に到達するまでに成長して

いる。

最近では、体内の老廃物や重金属などの有

害物質の排出を促す「デトックス」といった

新しいコンセプトの商品が発売されるように

なってきており、国の「バイオテクノロジー

戦略大綱｣（2004年12月）で示されている

2010年の「健康志向食品」全体の市場規模

3.2兆円という予測は、十分に実現が可能な

数値である。

2 健康食品業界の特殊性
健康食品が開発され、消費者の手元に届く

までには、①健康食品の最も重要な要素であ

Ⅱ　健康食品市場の競争構造
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る機能性素材を保有する素材メーカー、②最

終商品の開発を行うメーカー、③効能効果を

評価する食品CRO（コントラクト・リサー

チ・オーガニゼーション）、④薬系小売店

（ドラッグストアチェーンなど）、食系小売店

（コンビニエンスストアなど）――がかかわ

っている。

健康食品が一般加工食品と異なるのは、

｢機能性を有する素材」と「その機能性素材

の人に対する効果を示す根拠」が必要な点、

さらに「商品の販売には、パッケージング

（包装）、広告宣伝、店頭などで、その効能効

果に関する商品説明」が必要な点にある。

類似する商品として、医師が処方する医療

用医薬品がある。しかし健康食品は、商品の

購入が医師による説明に基づいてなされるの

ではなく、消費者が自らの判断で行わなけれ

ばならない点が違っている。

最終商品を開発するメーカーにとっては、

この特殊性を十分に把握し、事業戦略を構築

することが必要である。つまり、第１に、素

材メーカーとの関連でいかに有望な素材を見

つけるか、第２に、実際の人における効果を

検証することによって商品にいかに科学的根

拠を与えるか、第３に、消費者に対して商品

の効能効果をいかに伝えるか、である。

3 厳しさを増す業界環境
これまで健康食品市場の成長を支えてきた

外部環境要因は、行政動向、消費者動向の２

つである。

国は、少子高齢化の進展を構造的要因と

し、経済の低成長が拍車をかけた国民医療費

増大に直面して、それへの対応が待ったなし

の状況となっている。その対応策の一環とし

て、｢セルフメディケーション」を推進し、

そのために特定保健用食品などの規制緩和、

食薬区分（食品と医薬品の区分）の見直しな

どを行っている。

一方、消費者にあっては、中高年層が増加

すると同時に、団塊世代のリタイアを前に健

康価値観の高まりといった意識の変化が生じ

ている。

これらに関して、業界内の環境をハーバー

ド・ビジネススクールのマイケル・ポーター

が『競争の戦略』で提唱しているファイブフ

ォース（５つの力）の視点から分析すると、

素材メーカーなどの「売り手の力」が強まっ

ており、ドラッグストア業態などの「買い手

の力」も増大していること、また、食品企業

だけではなく、製薬企業などの「異業種の参

入」が増加していること、さらに、｢既存企

業の競合環境」が激化していることが指摘で

きる。これらさまざまな要因があり、メーカ

ーにとって非常に厳しい環境になってきて

いる。

第１の「売り手の力」の増大は、素材メー

カーが、最終商品を開発するメーカーを厳選

するということである。

近年、健康食品はテレビなどのメディアで

取り上げられる機会が増えているが、メディ

アで取り上げられた直後は関連する商品が小

売店で品薄になるものの、１カ月もすれば売

れなくなるといった現象がある。素材メーカ

ーにとって、保有している素材は、効能評価

などに対する研究開発投資を行った大切な資

産であり、一過性のブームで終わってしまっ

ては投資を回収することができない。このた

め、特許による素材の保護や、最終商品メー

カーの厳選により、素材としての魅力を長続
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きさせるようになってきている。

第２の「買い手の力」の増大は、拡大する

チェーン型ドラッグストアが、メーカーに対

してバイイングパワーを発揮するようになっ

てきていることにほかならない。

2005年のコエンザイムQ10（補酵素）のよ

うに、目玉となる商品が置いてある店舗は、

売上高が大幅に増加した。チェーン型ドラッ

グストアは、このような目玉商品については

できる限り安価に、かつ大量に納入するよう

メーカーに圧力をかけるようになってきてい

る。その一方で、店舗間の競争激化から、売

価がすぐに低落し、メーカーにとっては利益

率の低下が深刻になっている。

第３の「異業種の参入」では、医薬品メー

カーなどが新規に参入していることがあげら

れる。小林製薬のように積極的に事業買収を

行い、事業の立ち上げと市場でのポジション

の確立を早期に目指す異業種企業が参入して

きている。

第４の「既存企業の競争激化」では、不十

分な差別化と過当な同質化競争による商品の

短命化、一部企業の違法行為による健康食品

業界に対する信頼感の低下などが起こって

いる。

機能性飲料で多く見られる事例だが、新し

い素材を用いたヒット商品が生まれた場合、

他社がこぞって同じ素材を使い、パッケージ

デザインも類似した商品を発売することが多

い。ヒット商品に同質化し、その一部のシェ

アを奪うことは、競争戦略上、正しい方策で

ある。しかし、こと健康食品の場合は、商品

寿命が著しく短くなり、極端なケースでは、

発売後半年を待たずに店舗から消えてしまう

ことさえある。

また、中国製ダイエット食品の摂取による

副作用が問題となり、あるいはバイブル本と

呼ばれる薬事法違反の書籍の販売で健康食品

企業の社長が逮捕されるなど、一部企業の不

祥事により、業界に対する不信感が生じてし

まっている。

健康食品市場の高い成長の背景には、国に

よるセルフメディケーション政策の展開と、

消費者の健康意識の変化があった。一方、ゼ

ロ成長が続く食品市場では、健康食品はまさ

しく金の卵であり、その卵を目指して多くの

企業が参入している。

メーカーが厳しい環境のなかで勝ち残って

いくためには、魅力のある商品の開発に加

え、消費者の特性などを理解した事業戦略、

ビジネスモデルを常に模索し続けることが必

要である。

それでは、実際に消費者は健康食品に対し

てどのように考え、行動しているのだろう

か。

NRIでは2005年６月、｢健康食品にかかわ

る生活者意識調査」を実施した。対象者は調

査パネルから無作為抽出した、首都圏在住の

16～69歳の男女であり、郵送によるアンケー

トの配布と回収を行った。2000件の発送に対

し、1726件の有効回答を得た。

1 健康ニーズと消費者の行動
生活者の健康状態と満足度について質問し

たところ、｢自分が健康であり、その状態に

満足している」のは全体の55％であり、残り

の45％は「自分は不健康ではないが、その
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Ⅲ　消費者の「意識」と「知識」
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状態には必ずしも満足していない｣、または

｢自分は不健康であり、その状態に不満足で

ある」と感じていることがわかった（表１）。

｢自分は不健康であり、その状態に不満足で

ある」と感じている生活者は、健康食品のユ

ーザーである以前に、医薬品を使っている可

能性が高く、健康食品市場のユーザーの中心

は、｢不健康ではないが、その状態には満足

できない」生活者であるといえる。

ここで健康食品市場を、消費者の利用実態

で分割してみよう。現在、何らかの健康食品

を３カ月以上継続的に利用している人は、全

体の37.1％に上る。この３カ月以内に利用を

始めたばかりの人は7.2％、以前は利用して

いて現在は利用しなくなった人が16.7％であ

る。そして、そもそも健康食品を利用したこ

とのない人が35.5％存在する。

健康食品を利用したことがない35.5％の人

にその理由について質問すると、次のような

回答が多い（複数回答、以下同様）。

�健康食品摂取より普段の食生活に気をつ

けるべきだから（66.7％）

�健康食品は値段が高いから（41.2％）

�自分はもともと健康だから（37.3％）

これらの人々は前記の「健康満足層｣（全

体の55％）に対応する。ただし、健康に満足

しているだけではなく、｢健康は正しい食事

によって維持すべきであり、人工的な健康食

品や薬品によって健康維持をすることは、副

作用なども心配で、正しい行動ではない」と

いう意識が根強くあることがうかがえる。健

康食品に対する偏見の打破というマーケティ

ング課題が存在することがわかる。

次に、最近健康食品を買い始めた7.2％の

人たちにその理由を尋ねると、

�自分の健康は自分で守るという意識が芽

生えたから（33.6％）

�体の衰えを感じ始めたから（31.2％）

�家族に勧められたから（27.2％）

という理由をあげている。ここでは加齢など

による健康満足度の低下だけでなく、自分の

健康は自分で守るという「セルフメディケー

ション」の意識が芽生えていることがわか

る。つまり、健康食品メーカーや販売業者と

しては、セルフメディケーション意識を高め

る努力を行うことで、健康食品ユーザーへの

転換を促すことができる、ということが示唆

されている。

さて、継続利用していたにもかかわらず、

利用を中止してしまった16.7％の人の理由は

何だろうか。

�飲んだり食べたりするのがめんどうにな

ったから（50.7％）

�効果が出なかったから（43.4％）

�値段が高く、利用し続けられなかったか

ら（34.7％）

いずれの回答にも、健康食品の効果に対す

る疑念が根底にあると考えられる。効果が疑

わしいがために面倒になり、値段も高いと感

じるようになるのである。参入業者として

は、健康食品の効果の実感をいかに訴求でき
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表1 生活者の健康状態と満足度

健康

どちらとも
いえない

不健康

出所）野村総合研究所「健康食品にかかわる生活者意識調査」
2005年6月（N＝1,053）

満足

54

1

0

どちらとも
いえない　

13

6

0

不満足

5

9

11

（単位：％）
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るかが決め手となっている。

2 ヘルスクレームの効果
以上のように健康食品市場の拡大のために

は、健康食品への偏見を打破し、健康意識を

高め、効果に対する疑念を払拭することが重

要である。つまり、健康についての意識改革

と、偏見・疑念を払拭するための健康知識の

普及とが、重要な経営課題となる。

その際に注目されるのがヘルスクレームの

表示効果、すなわち機能性表示の意義であ

る。もともと健康食品では表示の効果が重視

されていたが、近年では特定保健用食品など

の制度上の整備も進んできたため、特に表示

の効果が注目されている。

しかし、NRIのアンケートによれば、健康

食品購入時の重視点として「特定保健用食品

であること」｢栄養機能食品であること」を

あげた人は、それぞれ全体の18.5％、13.6％

にとどまる。公的お墨付きがあれば必ず信頼

感が高まるわけではなく、効能分野によって

それぞれ異なる信頼感形成の構造があるよう

である。

アンケートでは、３つに大別した商品分野

の健康食品について、分野ごとに複数の表示

例を示し、それぞれの表示に対していくらく

らいの金額なら払ってもよいかを質問した。

その結果が図４である。

①の「タウリン」と「肉体疲労回復」の分

野では、肉体疲労回復を表示したものが平均

で月額2807円、タウリンを表示したものが同

2055円で、肉体疲労回復を訴求した方が高額

図4　ヘルスクレーム表示内容と払ってもよい金額�

注）金額は月額�
出所）野村総合研究所「健康食品にかかわる生活者意識調査」2005年6月�
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イメージとなった。疲労回復の方がわかりや

すく、タウリンは医薬部外品のドリンク剤の

広告などを通じて、生活者にとってはありふ

れた素材となってしまっているため、訴求力

が弱かったという可能性がある。

②の「血液サラサラ」と「コレステロール

除去」では、後者の方が高額イメージであっ

た。同じ効果でも、血液サラサラよりも、コ

レステロール除去について訴求した方が、専

門性が高く信頼性が高いと判断されたようで

ある。

③の商品分野は、｢抗酸化成分」｢肌を美し

く」｢コエンザイムQ10」｢ダイエット」であ

る。結果としては、ダイエット、コエンザイ

ムQ10、美肌、抗酸化の順に高額イメージと

なった。この場合は、抗酸化は専門性が高す

ぎ、コエンザイムQ10はもはや一般化した表

現で、ダイエットが最もわかりやすい表示と

考えられる。

以上、ヘルスクレームの効果を見てきた。

同一効能、同一素材の商品でも、商品の表示

内容により購買意向金額は大きく異なること

がわかった。

上記３つの商品分野の表示は、それぞれ

｢効果訴求｣（例：肉体疲労回復）と「素材訴

求｣（例：タウリン）に分けられる。一般に

前者の方がわかりやすく、健康についての意

識改革に効果があり、後者の方が専門的で信

頼感が高く、偏見や疑念の打破に効果がある

と考えられる。

しかし、一概にどちらが効果が高いとはい

えない。消費者は素材、効能に対して豊富な

知識を持って正しい理解をしているとは限ら

ない。やはり、当該分野の専門用語の認知率

を評価・分析し、｢わかりやすさ」と「専門

性、信頼性」のバランスをとることが重要で

あろう。

健康食品市場は、行政の政策的な後押しと

消費者の積極的な購買意欲によって高い成長

を遂げてきた。しかし、これまで見てきたよ

うに、NRIでは、今後、健康食品市場の競争

はより一層激化するため、明確な事業戦略の

もと、科学的な根拠のある商品を作り、さら

に消費者にその商品を適切に販売する仕組み

を持たなければ、市場での生き残りはできな

いものと考えている。本稿のまとめとして、

以下の２点を健康食品にかかわる企業に対し

て提案する。

1 消費者から確実に選ばれる
信頼性の高い商品の開発
健康食品を開発する企業に今一番求められ

ているのは、消費者が必要とする効能効果を

持つ、科学的な根拠に裏づけられた健康食品

を開発することである。他社商品に同質化

し、ヒット商品のシェアを奪い取る商品戦略

も確かに存在はする。しかし、前述のとお

り、差別化が不十分で、単に同質化した商品

を展開している限り、常に商品の短命化にお

びえ続けなければならない。また、当然、小

売業、消費者にとってもそのような商品は、

魅力的ではないだろう。

消費者は、健康食品を選択する際の重視点

として、｢効果があること」を最優先で考え

ている。消費者に確実に選ばれる商品とは、

効果のあることがきちんと評価されているも
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Ⅳ　健康食品市場への参入戦略
――信頼と教育
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のにほかならない。このため、当たり前では

あるが、メーカーは、健康食品の商品開発戦

略、研究開発戦略を徹底的に見直すことが必

要である。

研究開発戦略の方向性には、

�優れた機能を有する素材の探索

�効能効果を立証する評価系の構築

の２つが存在する。

たとえば、乳酸菌など特定の素材を保有し

ている企業は、大学などと共同研究を行い、

その素材が本当に優れたものであるか否かを

できる限り早く検証することが必要である。

また、自社素材に拘泥することなく、優れた

素材を発見するため、世界各国の研究機関の

研究状況を常に把握する体制を構築すること

が求められる。

一方、生活習慣病予防などにターゲットを

絞り、生活習慣病に関する評価系を持ってい

る企業は、その評価系を活用して、優れた素

材を他社に先駆けて発見する努力をしなけれ

ばならない。

繰り返しになるが、消費者が求めているの

は、自分が必要とする効能効果を確実に発揮

することである。メーカーは、自社が、消費

者から選ばれる健康食品を開発する仕組みを

構築できているか、改めて点検していただき

たい。

2 カウンセリング機能などを
備えた新たな販売手法の確立
一方、健康食品の販売手法は、単なる商品

販売から、消費者の健康維持・増進ニーズに

対するトータルソリューション（総合的解決

策）の提供へと変化してきている。

これまでの健康食品の販売は、訪問販売、

通信販売といった一部の方法を除き、基本的

には消費者が店頭の広告や商品の機能表示を

理解し、商品を選択するものだった。しか

し、類似の効能効果を訴求する商品が市場に

あふれるようになってきた現在、自分にぴっ

たり合った商品を自ら選択することは難しく

なってきている。

すでに一部のドラッグストアなどでは取り

入れられているが、店頭に来た消費者の健康

上の問題意識にマッチした商品を、管理栄養

士などの専門家が提案する、いわゆるカウン

セリング機能を持った販売手法の開発が必要

である。

また、それをより発展させ、店頭で行う各

種の検査をもとに、各消費者にぴったり合っ

た生活習慣や健康食品をワン・ツー・ワンで

推奨する相談コーナーによって、消費者の総

合的な健康管理を行う売り場づくりも可能で

ある。メーカーにとっては、その場で新商品

テストを行うとともに、各消費者セグメント

にぴったり合ったコミュニケーション内容を
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図5　健康関連の店頭情報端末（キオスク端末）�

出所）ヘルスノーツ社のホームページ（http://www.healthnotes.com/）
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発見するためのテストを実施することもで

きる。

さらに、対面でのコミュニケーション以外

にも、消費者が自分でさまざまな健康関連情

報、健康食品情報を入手できる情報端末を設

置することも考えられる。アメリカでは、ヘ

ルスノーツ社などがこのような情報端末を開

発しており（図５）、大手スーパーマーケッ

トチェーンのアホールド・アメリカはこの情

報端末を導入し、消費者と小売業、メーカー

が双方向で多様な取り組みを行うことができ

る仕組みを構築している。

健康食品市場は、将来も確実に成長を遂げ

るだろう。しかし、これまで見てきたよう

に、消費者から信頼され、選ばれる健康食品

を開発し、消費者をその商品に導くナビゲー

ションの仕組みを構築したメーカーだけが、

市場の拡大の恩恵を受けることができる。
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